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一　

概
説

　

１　

条
約
の
成
立
経
緯

　
　
�
　

国
際
連
合
教
育
科
学
文
化
機
関
（
以
下
「
ユ
ネ
ス
コ
」
と
い
う
。
）
は
、
昭
和
二
十
一
年
（
千
九
百
四
十
六
年
）
の
設
立
以
来
、
教
育
・
科
学
・
文
化

活
動
を
通
じ
て
諸
国
間
の
協
力
を
促
進
し
、
国
際
平
和
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
そ
の
憲
章
上
の
任
務
の
一
つ
で
あ
る
文
化
財
の
保
存
に
貢
献

し
て
き
た
。

　
　
�
　

昭
和
三
十
九
年
（
千
九
百
六
十
四
年
）
の
第
十
三
回
ユ
ネ
ス
コ
総
会
に
お
い
て
、
締
約
国
は
、
文
化
財
の
不
法
な
輸
出
、
輸
入
及
び
所
有
権
移
転
に
よ

り
も
た
ら
さ
れ
る
危
険
か
ら
各
国
の
文
化
財
を
保
護
す
る
責
務
が
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
「
文
化
財
の
不
法
な
輸
出
、
輸
入
及
び
所
有
権
譲
渡
の
禁
止
及

び
防
止
の
手
段
に
関
す
る
勧
告
」
を
採
択
し
た
。

　
　
�
　

そ
の
後
、
こ
の
条
約
の
作
成
作
業
が
始
ま
り
、
文
化
財
の
不
法
な
輸
入
、
輸
出
及
び
所
有
権
移
転
が
当
該
文
化
財
の
原
産
国
の
文
化
遺
産
を
貧
困
化
さ

せ
る
主
要
な
原
因
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
並
び
に
こ
れ
ら
の
不
法
行
為
に
よ
る
危
険
か
ら
各
国
の
文
化
財
を
保
護
す
る
た
め
の
最
も
効
果
的
な
手
段
の
一
つ

は
国
際
協
力
で
あ
る
と
の
認
識
の
下
、
昭
和
四
十
五
年
（
千
九
百
七
十
年
）
の
第
十
六
回
ユ
ネ
ス
コ
総
会
で
こ
の
条
約
が
採
択
さ
れ
た
。

　

２　

条
約
締
結
の
意
義

　
　
　

こ
の
条
約
は
、
文
化
財
の
不
法
な
輸
出
、
輸
入
等
を
規
制
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
我
が
国
が
こ
の
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
は
、
文
化
財

保
護
の
分
野
に
お
け
る
国
際
協
力
に
寄
与
す
る
見
地
か
ら
有
意
義
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

　

３　

条
約
の
締
結
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
義
務

　
　
　

こ
の
条
約
の
締
結
に
よ
り
、
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
主
要
な
義
務
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
�
　

輸
出
許
可
書
が
添
付
さ
れ
な
い
文
化
財
の
輸
出
を
禁
止
す
る
こ
と
。

　
　
�
　

他
の
締
約
国
を
原
産
国
と
す
る
文
化
財
で
あ
っ
て
こ
の
条
約
が
関
係
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
じ
た
後
に
不
法
に
輸
出
さ
れ
た
も
の
を
自
国
の
博
物
館
等

が
取
得
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
国
内
法
に
従
っ
て
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
。

　
　
�
　

他
の
締
約
国
の
博
物
館
等
か
ら
こ
の
条
約
が
関
係
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
じ
た
後
に
盗
取
さ
れ
た
文
化
財
（
当
該
施
設
の
所
蔵
品
目
録
に
属
す
る
こ
と

が
証
明
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
輸
入
を
禁
止
す
る
こ
と
。

一



　
　
�
　

原
産
国
で
あ
る
締
約
国
の
要
請
に
よ
り
、�
に
規
定
す
る
文
化
財
で
あ
っ
て
こ
の
条
約
が
関
係
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
じ
た
後
に
輸
入
さ
れ
た
も
の
の

回
復
及
び
返
還
に
つ
い
て
適
当
な
措
置
を
と
る
こ
と
。
た
だ
し
、
要
請
を
行
う
締
約
国
が
当
該
文
化
財
の
善
意
の
購
入
者
又
は
当
該
文
化
財
に
対
し
て
正

当
な
権
原
を
有
す
る
者
に
対
し
適
正
な
補
償
金
を
支
払
う
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

　
　
�
　

こ
の
条
約
の
文
化
財
の
輸
出
入
の
禁
止
に
関
す
る
規
定
に
違
反
し
た
者
に
対
し
て
刑
罰
又
は
行
政
罰
を
科
す
る
こ
と
。

　
　
�
　

締
約
国
か
ら
不
法
に
持
ち
出
さ
れ
た
文
化
財
の
移
動
を
制
限
す
る
こ
と
。
ま
た
、
古
物
商
に
一
定
の
義
務
を
課
す
る
こ
と
。

　

４　

早
期
国
会
承
認
が
求
め
ら
れ
る
理
由

　
　
�
　

近
年
の
文
化
財
の
不
法
取
引
の
増
加
を
背
景
に
、
こ
の
条
約
の
早
期
締
結
を
勧
告
す
る
旨
の
「
文
化
財
の
原
保
有
国
へ
の
返
還
」
に
関
す
る
決
議
が
昨

年
の
国
際
連
合
総
会
に
お
い
て
採
択
さ
れ
る
等
、
国
際
社
会
に
お
い
て
こ
の
条
約
の
締
結
を
促
す
動
き
が
見
ら
れ
る
。

　
　
�
　

ま
た
、
平
成
十
一
年
（
千
九
百
九
十
九
年
）
に
は
ア
ジ
ア
地
域
か
ら
初
め
て
の
ユ
ネ
ス
コ
事
務
局
長
に
我
が
国
か
ら
松
浦
前
仏
大
使
が
就
任
し
た
こ
と

に
伴
い
、
我
が
国
の
貢
献
に
対
す
る
期
待
も
従
来
以
上
に
強
ま
っ
て
い
る
。

　
　
�
　

こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
、
文
化
財
の
不
法
取
引
を
防
止
し
、
国
内
に
お
け
る
文
化
財
保
護
の
自
覚
を
促
す
た
め
に
こ
の
条
約
を
締
結
す
る
こ
と

は
、
文
化
の
多
様
性
に
対
す
る
理
解
及
び
尊
重
を
重
視
す
る
我
が
国
に
と
っ
て
急
務
で
あ
る
。

二　

条
約
の
内
容

　
　

こ
の
条
約
は
、
前
文
、
本
文
二
十
六
箇
条
及
び
末
文
か
ら
成
り
、
そ
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

１　

文
化
財
の
定
義
（
第
一
条
）

　
　
　

こ
の
条
約
の
適
用
上
、
「
文
化
財
」
と
は
、
各
国
が
考
古
学
上
、
先
史
学
上
、
史
学
上
、
文
学
上
、
美
術
上
又
は
科
学
上
重
要
な
も
の
と
し
て
特
に
指
定

し
た
物
件
で
あ
っ
て
、
一
定
の
分
類
に
属
す
る
も
の
を
い
う
。

　

２　

文
化
財
の
不
法
な
取
引
（
第
二
条
及
び
第
三
条
）

　
　
　

こ
の
条
約
に
基
づ
い
て
と
る
措
置
に
反
し
て
行
わ
れ
た
文
化
財
の
輸
入
、
輸
出
又
は
所
有
権
移
転
は
、
不
法
と
す
る
。

　

３　

文
化
遺
産
の
定
義
（
第
四
条
）

  　
 　

こ
の
条
約
上
の
文
化
遺
産
の
定
義
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

二



　

４　

国
内
機
関
の
設
置
（
第
五
条
）

   　
　

締
約
国
が
文
化
遺
産
の
保
護
の
た
め
の
国
内
機
関
を
設
置
す
る
こ
と
及
び
当
該
機
関
の
任
務
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

　

５　

文
化
財
の
輸
出
規
制
（
第
六
条
）

　
　
　

締
約
国
は
、
当
該
文
化
財
の
輸
出
が
許
可
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
記
す
る
適
当
な
証
明
書
を
導
入
し
、
当
該
証
明
書
が
添
付
さ
れ
な
い
文
化
財
の

輸
出
を
禁
止
す
る
。

　

６　

不
法
に
輸
出
さ
れ
た
文
化
財
の
取
得
の
防
止
並
び
に
盗
取
さ
れ
た
文
化
財
の
輸
入
禁
止
及
び
返
還
（
第
七
条
）

　
　
　

締
約
国
は
、
他
の
締
約
国
を
原
産
国
と
す
る
文
化
財
で
あ
っ
て
こ
の
条
約
が
関
係
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
じ
た
後
に
不
法
に
輸
出
さ
れ
た
も
の
を
自
国
の

博
物
館
等
が
取
得
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
国
内
法
に
従
っ
て
必
要
な
措
置
を
と
る
。
他
の
締
約
国
の
博
物
館
等
か
ら
こ
の
条
約
が
関
係
国
に
つ
い
て

効
力
を
生
じ
た
後
に
盗
取
さ
れ
た
文
化
財
（
当
該
施
設
の
所
蔵
品
目
録
に
属
す
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
輸
入
を
禁
止
す
る
。
原
産
国
で

あ
る
締
約
国
が
要
請
す
る
場
合
に
は
、
輸
入
さ
れ
た
当
該
文
化
財
の
回
復
及
び
返
還
の
た
め
に
適
当
な
措
置
を
と
る
。
た
だ
し
、
要
請
を
行
う
締
約
国
が
当

該
文
化
財
の
善
意
の
購
入
者
又
は
当
該
文
化
財
に
対
し
て
正
当
な
権
原
を
有
す
る
者
に
対
し
適
正
な
補
償
金
を
支
払
う
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

　

７　

刑
罰
（
第
八
条
）

   　
　

締
約
国
は
、
第
六
条
及
び
第
七
条
に
定
め
る
輸
出
の
禁
止
及
び
輸
入
の
禁
止
の
義
務
に
違
反
し
た
者
に
対
し
て
刑
罰
又
は
行
政
罰
を
科
す
る
こ
と
を
約
束

す
る
。

　

８　

文
化
遺
産
の
保
護
の
要
請
（
第
九
条
）

　
　
　

自
国
の
文
化
遺
産
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
締
約
国
は
、
影
響
を
受
け
る
他
の
締
約
国
に
要
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
要
請
を
受
け
た
締
約
国
は
、

合
意
に
達
す
る
ま
で
の
間
、
要
請
を
行
う
国
の
文
化
遺
産
が
回
復
し
難
い
損
傷
を
受
け
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
実
行
可
能
な
範
囲
内
で
暫
定
措
置
を
と

る
。

　

９　

古
物
商
の
義
務
及
び
教
育
の
促
進
（
第
十
条
）

　
　
　

締
約
国
は
、
締
約
国
か
ら
不
法
に
持
ち
出
さ
れ
た
文
化
財
の
移
動
を
制
限
し
、
及
び
適
当
な
場
合
に
は
古
物
商
に
対
し
て
一
定
の
義
務
を
課
す
る
。
ま

た
、
文
化
財
の
価
値
及
び
不
法
な
輸
出
等
が
文
化
遺
産
に
も
た
ら
す
脅
威
に
つ
き
教
育
を
通
じ
て
国
民
の
認
識
を
高
め
る
。

三



　
　
　

外
国
に
よ
る
国
土
占
領
（
第
十
一
条
）

10

　
　
　

外
国
に
よ
る
国
土
占
領
に
起
因
す
る
強
制
的
な
文
化
財
の
輸
出
及
び
所
有
権
移
転
は
、
不
法
で
あ
る
と
み
な
す
。

　
　
　

締
約
国
が
国
際
関
係
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る
領
域
に
お
け
る
条
約
の
義
務
の
履
行
（
第
十
二
条
）

11

　
　
　

締
約
国
は
、
自
国
が
国
際
関
係
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る
領
域
内
に
存
在
す
る
文
化
財
に
つ
い
て
、
こ
の
条
約
上
の
義
務
を
履
行
す
る
た
め
の
す
べ
て
の

適
当
な
措
置
を
と
る
。

　
　
　

文
化
財
の
不
法
取
引
の
防
止
、
返
還
の
た
め
の
協
力
等
（
第
十
三
条
）

12

　
　
　

締
約
国
が
、
自
国
の
法
令
に
従
い
、
文
化
財
の
不
法
な
輸
出
入
を
促
す
お
そ
れ
の
あ
る
所
有
権
移
転
を
防
止
す
る
こ
と
、
自
国
か
ら
不
法
に
輸
出
さ
れ
た

文
化
財
が
正
当
な
所
有
者
に
返
還
さ
れ
る
よ
う
協
力
す
る
こ
と
等
を
規
定
し
て
い
る
。

　
　
　

国
内
機
関
へ
の
予
算
配
分
（
第
十
四
条
）

13

　
　
　

締
約
国
は
、
こ
の
条
約
の
義
務
を
履
行
す
る
た
め
、
文
化
遺
産
の
保
護
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る
国
内
機
関
に
対
し
で
き
る
限
り
十
分
な
予
算
を
配
分
す

る
。

　
　
　

特
別
の
協
定
（
第
十
五
条
）

14

　
　
　

こ
の
条
約
の
い
か
な
る
規
定
も
、
締
約
国
の
間
で
文
化
財
の
返
還
に
関
す
る
特
別
の
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
又
は
既
に
締
結
し
た
協
定
の
実
施
を
継
続
す

る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

　
　
　

締
約
国
の
報
告
（
第
十
六
条
）

15

　
　
　

締
約
国
は
、
ユ
ネ
ス
コ
総
会
に
提
出
す
る
報
告
に
お
い
て
、
こ
の
条
約
の
適
用
の
た
め
に
自
国
が
と
っ
た
立
法
措
置
、
行
政
措
置
等
に
関
す
る
情
報
を
提

供
す
る
。

　
　
　

ユ
ネ
ス
コ
の
役
割
（
第
十
七
条
）

16

　
　
　

こ
の
条
約
に
関
連
し
て
締
約
国
が
ユ
ネ
ス
コ
に
対
し
て
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
技
術
援
助
及
び
こ
の
条
約
の
実
施
に
関
し
て
ユ
ネ
ス
コ
が
行
う
こ
と
が

で
き
る
事
項
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

　
　
　

最
終
条
項
（
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
）

17

四



　
　
　

批
准
等
、
効
力
発
生
、
廃
棄
、
改
正
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

三　

条
約
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置

　

１　

こ
の
条
約
の
実
施
の
た
め
、
文
化
財
の
不
法
な
輸
出
入
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
案
及
び
文
化
財
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
が
今
次
国
会
に

提
出
さ
れ
て
い
る
。

　

２　

こ
の
条
約
の
実
施
の
た
め
に
は
、
新
た
な
予
算
措
置
を
必
要
と
し
な
い
。

五



（
参　

考
）

１　

採
択　

昭
和
四
十
五
年
十
一
月
十
四
日　

パ
リ
に
お
い
て
採
択

２　

効
力
発
生　

昭
和
四
十
七
年
四
月
二
十
四
日

３　

締
約
国　

平
成
十
四
年
四
月
一
日
現
在　

九
十
二
箇
国

　
　

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
、
ア
ン
ゴ
ラ
、
ア
ル
ゼ
ン
テ
ィ
ン
、
ア
ル
メ
ニ
ア
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
、
バ
ハ
マ
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
、
ベ
ラ
ル
ー

シ
、
ベ
リ
ー
ズ
、
ボ
リ
ヴ
ィ
ア
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
ブ
ル
キ
ナ
・
フ
ァ
ソ
、
カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
、
カ
メ
ル
ー

ン
、
カ
ナ
ダ
、
中
央
ア
フ
リ
カ
、
中
華
人
民
共
和
国
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
コ
ン
ゴ
ー
民
主
共
和
国
、
コ
ス
タ
・
リ
カ
、
象
牙
海
岸
共
和
国
、
ク
ロ
ア
チ
ア
、

キ
ュ
ー
バ
、
サ
イ
プ
ラ
ス
、
チ
ェ
ッ
コ
、
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
、
エ
ク
ア
ド
ル
、
エ
ジ
プ
ト
、
エ
ル
・
サ
ル
ヴ
ァ
ド
ル
、
エ
ス
ト
ニ
ア
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
フ

ラ
ン
ス
、
グ
ル
ジ
ア
、
ギ
リ
シ
ャ
、
グ
レ
ナ
ダ
、
グ
ァ
テ
マ
ラ
、
ギ
ニ
ア
、
ホ
ン
デ
ュ
ラ
ス
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
イ
ン
ド
、
イ
ラ
ン
、
イ
ラ
ク
、
イ
タ
リ
ア
、

ジ
ョ
ル
ダ
ン
、
大
韓
民
国
、
ク
ウ
ェ
イ
ト
、
キ
ル
ギ
ス
、
レ
バ
ノ
ン
、
リ
ビ
ア
、
リ
ト
ア
ニ
ア
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
旧
ユ
ー
ゴ
ー
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
共
和
国
、
マ
ダ
ガ

ス
カ
ル
、
マ
リ
、
モ
ー
リ
タ
ニ
ア
、
モ
ー
リ
シ
ァ
ス
、
メ
キ
シ
コ
、
モ
ン
ゴ
ル
、
ネ
パ
ー
ル
、
ニ
カ
ラ
グ
ァ
、
ニ
ジ
ェ
ー
ル
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
、
北
朝
鮮

（
＊
）
、
オ
マ
ー
ン
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
パ
ナ
マ
、
ペ
ル
ー
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
カ
タ
ル
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ロ
シ
ア
、
ル
ワ
ン
ダ
、
サ
ウ
デ
ィ
・

ア
ラ
ビ
ア
、
セ
ネ
ガ
ル
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
、
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
、
ス
リ
・
ラ
ン
カ
、
シ
リ
ア
、
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
、
タ
ン
ザ
ニ
ア
、
テ
ュ
ニ
ジ
ア
、

ト
ル
コ
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、 
ウ
ル
グ
ァ
イ
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
、
ユ
ー
ゴ
ー
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
、
ザ
ン
ビ
ア

　
　

（
＊　

我
が
国
は
、
国
家
と
し
て
承
認
し
て
い
な
い
。
）

六


